
- 1 - 

 

令和２年度 第１回宮代町下水道事業審議会 会議録 

 

※新型コロナウイルス感染症拡大防止の観点から、書面での会議に変更 

 

１ 日時 

 令和３年２月 ２日（火） 会議開催通知及び資料の送付 

 令和３年２月１６日（火） 委員からの回答及び意見等の集約 

 令和３年２月１９日（金） 審議結果の送付 

 

２ 出席者（回答書提出者） 

 １号委員 青木委員、柿沼委員、島村委員、中村委員 

 ２号委員 磯委員、大島委員、金子委員 

 ３号委員 出井委員、島村委員、眞中委員 

 

 傍聴者  なし（書面開催のため） 

 

３ 審議 

 ＜事務局＞ 

 

■ごあいさつ 

委員の皆様には、大変お忙しいところ、お時間をいただきまして誠にありがとう

ございます。 

本日は第１回目の審議会でございますが、新型コロナウイルス感染防止の観点か

ら書面での開催とさせていただきます。 

なお、初めての書面開催で至らない点もあるかと存じますが、円滑な運営ができ

るよう事務局一同努めて参りますので、ご協力をお願いします。 

 

■町長あいさつ 

審議に先立ちまして町長からごあいさつ申し上げます。 

 

日ごろ、皆様方には、町行政の推進につきまして多大なるご理解とご協力

を賜り、この場をお借りいたしまして厚くお礼申し上げます。 

また、このたびは下水道事業審議会委員を快くお引き受けいただき、重ね

てお礼申し上げます。本来であれば、直接、委嘱状をお渡しし、ご挨拶申し上

げるべきところですが、新型コロナによる緊急事態宣言が発出されていること



- 2 - 

 

を受け、このように書面開催となりましたことをご理解いただきたいと存じます。 

さて、ご承知のとおり、下水道は公衆衛生の向上と、快適で清潔な生活

環境を図る上で、大変重要な施設です。 

宮代町では、昭和６０年度に公共下水道事業に着手し、順調な事業の

進捗により、道仏区画整理地区の完了をもって、その整備率が１００％となっ

たところです。現在は、町北部の大字和戸地内において民間企業が主体と

なり、宮代横町地区土地区画整理事業を実施し、公共下水道の整備を進

められているところです。 

町の下水道は、事業を開始し既に３６年が経過しており、施設の老朽化な

ど取り巻く環境は厳しい状況にございます。 

また、節水意識の向上により、下水道使用料は横ばいとなるなど、将来に

おける経営状況も懸念しているところでございます。 

このようなことから、当審議会においては、今後の宮代町公共下水道の健

全な経営を図ることを目的とした経営戦略を策定するため、皆様方のそれぞ

れの視点で、慎重なご審議を賜りますようお願いいたします。 

結びにあたり、委員の皆様のご健勝とご活躍を祈念申し上げ、挨拶とさせ

ていただきます。 

 

  宮代町長 新 井 康 之  

 

 

■委嘱状 

委嘱状につきましては同封しておりますのでご確認ください。 

 

■委員紹介 

本審議会の委員は別紙宮代町下水道事業審議会委員名簿をご覧ください。 

なお、名簿は敬称を略させていただいておりますのでご了承ください。 
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■会長及び副会長について 

  審議会会長及び副会長については宮代町下水道事業審議会条例（平成 3 年）（以

下、「条例」という。）第 5 条の規定によると互選により 1 名ずつ定めることとなっ

ております。書面開催のため、事務局推薦とさせていただきます。会長は磯 雄二

様、副会長は島村 孝一様にお願いすることについて、皆様の賛否を、別紙「回答

書」にご記入の上、ご提出をお願いします。 

 

 

■諮問 

本来であれば町長から会長に対して諮問文を手交させていただくところですが、

書面開催ですので省略させていただきます。 

なお、諮問文につきましては会長に原本を、委員の皆様にはコピーを資料として

同封させていただいております。 

 

■議題「宮代町下水道事業経営戦略について」 

 議題について事務局からご説明させていただきます。 

 本日は 1 回目ですので、まず、宮代町の下水道事業について大まかにご説明し、

続いて皆様にこれから審議していただきます経営戦略の概要についてご説明させ

ていただきます。 

  

 （１）宮代町下水道事業概要 

宮代町下水道事業の概要についてご説明させていただきます。 

宮代町の下水道事業は２つの事業を運営しておりまして、公共下水道事業と農

業集落排水事業となっております。 

 

ア 公共下水道事業の概要 

まず、公共下水道事業についてご説明します。資料１の１をご覧ください。 

宮代町の公共下水道事業は公共用水域の保全及びトイレの水洗化等による

生活環境の改善を図るために、昭和６０年に事業に着手いたしまして、平成５

年４月１日に供用開始を行いました。宮代町は、トイレ、風呂、台所、洗面所

等より排出された水、いわゆる生活排水と雨水（うすい）を別々の下水管を使

って排除する分流式を採用しております。 

なお、汚水と雨水を同じ管を使って排除する合流式がありますが、東京都や

久喜市などで採用されております。 

下水道事業の実行計画である事業認可区域面積は３５３．４ヘクタールです。

資料２の黄色で網掛けされている区域となっております。この事業認可区域に

ついては令和元年度末現在、整備率１００％となっております。 

なお、資料２の町北部で青色で網掛けされている区域で宮代横町土地区画整

理事業が民間企業が主体となって整備中であり、今後、この地区２１．５ヘク
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タールが下水道の区域になる予定でございます。 

令和元年度末の下水道を使用できる人口、いわゆる処理区域内人口は 

２４，９８５人であり、宮代町の人口３３，９６９人に対して７３．６％の

人が公共下水道を利用できることとなります。処理区域内人口のうち実際に接

続している人の割合は、９５．２％となっております。 

また、宮代町の下水道は埼玉県東部の１５市町で構成されている中川流域下

水道に接続し、汚水は三郷市にある中川水循環センター（終末処理場）で処理

されて中川へと放流されております。 

      

   イ 公共下水道事業の決算規模 

次に公共下水道事業の決算規模を資料３に沿ってご説明します。１ページを

ご覧ください。歳入の合計は９３０，３３２千円で、主な歳入は公共下水道使

用料の「使用料及び手数料」が２４６，６１６千円、一般会計からの「繰入金」

が４８１，２１０千円、建設のための借り入れの「町債」が１３１，９００千

円となっております。 

続いて歳出についてご説明します。歳出の合計は９７２，０５８千円で、主

な歳出は人件費や使用料の徴収業務を外部委託している委託料などの総務全

般である「下水道事業費」が６９，５８４千円、中継ポンプ場や管路の維持管

理や中川流域下水道（埼玉県）に対する維持管理負担金などの「維持管理費」

が１５０，７３４千円、中継ポンプ場の長寿命化対策工事や宅内に下水道を引

き込む工事、中川流域下水道（埼玉県）に対する建設負担金などの費用である

「建設改良費」が１４０，３８３千円、借金の返済である「公債費」が５７８，

８７９千円、平成３０年度に余った繰入金を一般会計に返還するための「諸支

出費」が３２，４７８千円となっております。 

歳入歳出の特徴は使用料などの自己財源で賄えない部分を一般会計からの

繰入金で補っているところです。下水道の事業においては、汚水を排除するた

めに自然勾配を利用しているため、管路埋設のための工事費用が多額にかかり、

その財源を町債としていることから公債費が歳出の大半を占めていることで

す。また、宮代町は自然勾配で流下してきた汚水を一度ポンプでくみ上げるた

めの施設である中継ポンプ場を２箇所、有していることも維持管理費がかさむ

要因となっております。 

次に２ページをご覧ください。地方債の現在高となっております。令和元年

度末の地方債現在高Ｄ欄は４，１８７，８５１千円となっております。 

続いて３ページをご覧ください。３ページは決算状況総括表となっておりま

す。４の経営指標についてご説明します。年間有収水量とは宮代町から排出さ

れる排水量のうち使用料が発生した水量のことです。汚水処理費とは維持管理

費及び元金並びに利息に要した費用です。上段は費用の総合計で、下段は上段

費用のうち、総務省で定めている一般会計が負担すべき金額を除いた費用の合

計となっております。 
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   ウ 農業集落排水事業の概要 

続いて、農業集落排水事業についてご説明します。資料１の２をご覧くださ

い。 

宮代町の農業集落排水事業は農業用用排水の水質保全、農村生活環境の改善

などを図るために、平成１０年に事業に着手いたしまして、平成１７年４月１

日に供用開始を行いました。 

処理区といたしましては、西粂原地区となっております。 

事業計画区域面積は１４０．３ヘクタールです。資料２の緑色で網掛けされ

ている区域となっております。この事業計画区域については令和元年度末現在、

整備率１００％となっております。また、令和元年度末処理区域内人口は 

８６１人です。 

農業集落排水事業においては、公共下水道と異なり、汚水処理施設を有して

おり、西粂原地区の汚水を当該施設で浄化し、用水路に放流しています。 

 

 

   エ 農業集落排水事業の決算規模 

次に農業集落排水事業の決算規模についてご説明します。資料３の４ページ

をご覧ください。歳入の合計は５９，９０２千円で、主な歳入は農業集落排水

処理施設使用料の「使用料及び手数料」が９，３９２千円、一般会計からの「繰

入金」が４５，９４４千円となっております。 

続いて歳出についてご説明します。歳出の合計は５２，９７０千円で、主な

歳出は「農業集落排水事業費」が６，５２１千円、「維持管理費」が 

１３，７７４千円、借金の返済である「公債費」が２８，１０９千円、平成３

０年度に余った繰入金を一般会計に返還するための「諸支出金」が 

４，５６６千円となっております。 

歳入歳出の特徴は、歳入として、公共下水道事業と同様に、使用料などの自

己財源で賄えない部分を一般会計からの繰入金で補っているところです。また、

整備がすべて終了しているため、「建設改良費」は宅内に下水道を引き込む工

事費として計上されます。 

次に５ページをご覧ください。地方債の現在高となっております。令和元年

度末の地方債現在高Ｄ欄は３１０，３３８千円となっております。 

続いて６ページをご覧ください。決算状況総括表となっております。公共下

水道事業と同様の内容になりますので説明を割愛させていただきます。 

 

（２）経営戦略について 

これから皆様にご審議していただきます「下水道事業経営戦略」についてご説

明します。資料４をご覧ください。 

下水道事業が抱える課題は人口減少に伴う料金収入の減少、施設の老朽化に伴
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う更新需要の拡大などが挙げられます。こうした環境変化を受け、総務省は下水

道サービスを安定的に継続していくための経営基盤強化の一つの施策として経営

戦略策定の推進に力を入れています。これを受けて宮代町でも、令和２年度から

地方公営企業会計の適用を行い、会計処理方法を変更し、経営戦略の策定に乗り

出しました。 

経営戦略は公営企業（下水道事業）が将来にわたって安定的に事業を継続して

いくための中長期的な経営の基本計画に位置付けられております。 

経営戦略の主な内容は、資料の経営戦略イメージのとおりです。経営戦略は「投

資試算」をはじめとする支出の計画である投資計画と「財源試算」をはじめとす

る収入の計画である財源計画との均衡がとれるように策定しなければなりません。

また、均衡がとれるように経営健全化の取組方針が示される必要があります。 

計画期間は中長期的な視点から予測の確実性を確保するため、１０年間とし、

投資試算及び財源試算は施設の維持更新を見据え、３０年間とします。 

 

■その他「社会資本整備総合整備計画（H27～R1）の事後評価について」 

その他といたしまして、社会資本総合整備計画事後評価について、ご説明させて

いただきます。 

宮代町では、平成２７年度から令和元年度までの５年間を事業期間とし、国から

の補助金である社会資本整備総合交付金の採択を受け、下水道事業を実施してきま

した。 

この社会資本整備総合交付金は平成２２年度に創設され、地方公共団が事業を実

施しようとする場合には、社会資本総合整備計画を作成し国土交通大臣に提出する

こととなっております。 

また、交付期間が終了した場合には社会資本総合整備計画で設定した目標の達成

状況や事業効果について評価を行い、これを公表するとともに国土交通大臣に報告

することとなっております。 

この事後評価にあたっては、透明性、客観性及び公正さを確保する必要があるこ

とから、本審議会の委員の皆様に評価の妥当性についてご確認いただくことを目的

とするため、お願いするものでございます。 

つきましては、計画及び事後評価の概要について、資料５の２ページから順次ご

覧いただき、別紙「回答書」に意見の有無等をご記入の上、ご提出ください。 

    

■今後の流れ 

（１）下水道事業経営戦略について 

下水道事業経営戦略についてご質問等がある場合は、お手数ですが、事務局ま

でご連絡ください。 

また、５「会長及び副会長について」及び８「その他「社会資本整備総合整備

計画（H27～R1）の事後評価について」」でご説明した内容について別紙「回答

書」に必要事項をご記入の上ご提出ください。 
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加えて、本審議会に際しまして、既定の報酬をお支払いします。つきましては、

令和３年１月２０日付け宮水発第３６５号「宮代町下水道事業審議会（第１回）

の開催について（通知）」において同封しました、「口座番号振替依頼書兼個人番

号通知書」も同封してください。 

  

ご提出物一覧 

    ・別紙 回答書 

    ・口座番号振替依頼書兼個人番号通知書 

     

提出期限  令和３年２月１６日（火）必着 

 

■審議会スケジュール 

今後の流れについては、資料６「宮代町下水道事業経営戦略策定スケジュール」

をご覧ください。次回は少しあきますが、７月下旬を予定しております。内容は

投資計画についてご審議いただく予定です。 

本年の１２月下旬には採択となるよう考えておりますので、よろしくお願いし

ます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



（１）　審議会の会長及び副会長について

磯雄二様を会長とすることについて

島村孝一様を副会長とすることについて

意見無し

（３）　意見等

■令和２年度第１回宮代町下水道事業審議会 開催結果

賛成 10

反対 0

無回答 0

賛成 9

反対 0

無回答 1

意見等 回答

≪青木委員、島村孝一委員、眞中委員≫

　説明資料３ページの「イ　公共下水道事業の決算
規模」４行目「「町債」が
１３１，９００千円」とあるが、資料３、１ページ
「歳入の状況　７町債」決算額Aが「１８８，８０
０千円」となっており、一致しない。これに併せて
歳入合計も一致しない。

　令和２年度から地方公営企業法を適用し、官庁会
計から企業会計へ会計処理方法が変わり、打ち切り
決算を行いました。そのため、令和元年度の財源で
ある公共下水道事業債
５６，９００千円を令和２年度の収入としておりま
す。例年と比較するため、打ち切り決算を行わない
場合として資料３は５６，９００千円を令和元年度
の収入として表記し、説明資料は５６，９００千円
を含まずに表記したために生じた誤りでございま
す。
　恐れ入りますが、説明資料３ページの「イ　公共
下水道事業の決算規模」２行目中
「９３０，３３２千円」を「９８７，２３２千円」
に、４行目中「１３１，９００千円」を
「１８８，８００千円」に読み替えていただきます
ようお願いいたします。

- 8 -

（２）　社会資本整備総合整備計画（H27～R1）の事後評価について


